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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　無線セルラー通信ネットワークにおいて、移動端末のハンドオーバーを行わなければな
らないハンドオーバー先の無線通信デバイスを決定するための方法であって、複数の無線
セルラー通信デバイスが同じ物理セル識別子を移動端末へ転送し、
　該方法は、
　移動端末によって測定された信号に関する少なくとも１つの測定報告を受信するステッ
プと、
　前記少なくとも１つの測定報告から、少なくとも別の無線通信デバイスによって転送さ
れた前記物理セル識別子と同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスへ前記移動端
末のハンドオーバーを行わなければならないと判断するステップと、
　前記同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスのリストを取得するステップと、
　フィンガープリントテーブル及び前記少なくとも１つの測定報告を使用して、前記同じ
物理セル識別子を転送する無線通信デバイスのリストを縮小するステップと、
　前記無線通信デバイスの前記縮小されたリストに属する少なくとも１つの無線通信デバ
イスへ前記移動端末の前記ハンドオーバーを開始するステップと、
　前記ハンドオーバーの結果に応じて前記フィンガープリントテーブルを更新するステッ
プと、
を含むことを特徴とする、方法。
【請求項２】
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　フィンガープリントは、
　前記少なくとも１つの測定報告で報告された信号の電力強度に従って順序付けられた若
しくは順序付けられていない前記少なくとも１つの測定報告から取得された物理セル識別
子のリスト、又は
　前記少なくとも１つの測定報告から取得された物理セル識別子のセットの一部であるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　フィンガープリントは、物理セル識別子と、マージン係数が適用される関連付けられた
データとを組み合わせたものであることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　各フィンガープリントは、物理セル識別子のセットを、サーブする基地局から到来する
信号に対する時間同期ずれと共に、かつ／又は信号雑音プラス干渉比と共に、かつ／又は
パスロス及び干渉プロファイルと共に、かつ／又はジオロケーション情報と共に含むこと
ができることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　各フィンガープリントは、物理セル識別子のセットに基づく可変因子の複合体とするこ
とができることを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　フィンガープリントにおける各物理セル識別子は、無線通信デバイスのタイプに応じた
重みに関連付けられることを特徴とする、請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　各物理セル識別子は、移動端末によって転送された前記測定報告とは異なる、通信チャ
ネルによって取得された前記無線通信デバイスに関するデータに関連付けることができる
ことを特徴とする、請求項２に記載の方法。
【請求項８】
　少なくとも１つのフィンガープリントは、１つの無線通信デバイスに関連付けられるこ
とを特徴とする、請求項１から請求項７までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項９】
　フィンガープリントは、該フィンガープリントに含まれる無線デバイスについての更新
された情報を考慮することによって前記無線通信デバイスの前記リストを縮小した時に再
評価されることを特徴とする、請求項１から請求項８までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記フィンガープリントテーブルの各フィンガープリントに尤度値が関連付けられてお
り、
　無線通信デバイスへの前記ハンドオーバーが成功しなかった場合、前記方法は、前記無
線通信デバイスに関連付けられた前記フィンガープリントに関連付けられた前記尤度値の
信頼度値を減少させるステップをさらに含み、
　無線通信デバイスへの前記ハンドオーバーが成功した場合、前記方法は、前記無線通信
デバイスに関連付けられた前記フィンガープリントに関連付けられた前記尤度値の前記信
頼度値を増加させるステップをさらに含む
ことを特徴とする、請求項１から請求項９までのいずれか１項に記載の方法。
【請求項１１】
　無線セルラー通信ネットワークにおいて、移動端末のハンドオーバーを行わなければな
らないハンドオーバー先のターゲット無線通信デバイスを決定するためのデバイスであっ
て、複数の無線セルラー通信デバイスが同じ物理セル識別子を移動端末へ転送し、
　該デバイスは、
　移動端末によって測定された信号に関する少なくとも１つの測定報告を受信する手段と
、
　前記少なくとも１つの測定報告から、少なくとも別の無線通信デバイスによって転送さ
れた前記物理セル識別子と同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスへ前記移動端
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末のハンドオーバーを行わなければならないと判断する手段と、
　前記同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスのリストを取得する手段と、
　フィンガープリントテーブル及び前記少なくとも１つの測定報告を使用して、前記同じ
物理セル識別子を転送する無線通信デバイスのリストを縮小する手段と、
　前記無線通信デバイスの前記縮小されたリストに属する少なくとも１つの無線通信デバ
イスへ前記移動端末の前記ハンドオーバーを開始する手段と、
　前記ハンドオーバーの結果に応じて前記フィンガープリントテーブルを更新する手段と
、
を備えることを特徴とする、デバイス。
【請求項１２】
　前記無線セルラー通信ネットワークの基地局又はアクセスゲートウェイに含まれること
を特徴とする、請求項１１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　プログラム可能なデバイスに直接ロード可能にすることができるコンピュータープログ
ラムであって、該コンピュータープログラムは、該コンピュータープログラムがプログラ
ム可能なデバイス上で実行されるときに、請求項１から請求項１０までのいずれか１項に
記載のステップを実施するための命令又はコードの一部を含む、コンピュータープログラ
ム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、包括的には、無線セルラー通信ネットワークにおいて移動端末のハンドオー
バーを行わなければならないハンドオーバー先の無線通信デバイスを決定するための方法
及びデバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の無線セルラー通信ネットワークでは、各基地局は、自身のセルのそれぞれについ
て又は自身の１つ又は複数のセルの各セクターについて、物理セル識別子(physical cell
 identity)（ＰＣＩＤ）のような識別子を有する。ＰＣＩＤは、物理層における基地局の
セル又はセクターを特徴付ける。
【０００３】
　例えば、ＰＣＩＤは、２つのシーケンス、すなわち、
　１次同期チャネル(Primary Sychronisation Channel)（ＰＳＣ）で転送されるＰＳＣシ
ーケンス又は１次同期信号(Primary Synchronisation Signal)（ＰＳＳ）と呼ばれる第１
のシーケンスと、
　２次同期チャネル(Secondary Sychronisation Channel)（ＳＳＣ）で転送されるＳＳＣ
シーケンス又は２次同期信号(Secondary Synchronisation Signal)（ＳＳＳ）と呼ばれる
第２のシーケンスとに関連付けられる。
【０００４】
　無線セルラー通信ネットワークでは、３つのＰＳＣシーケンスが利用可能であり、各Ｐ
ＳＣシーケンスは良好な時間自己相関特性(time auto-correlation properties)を有する
。
【０００５】
　ＰＳＣシーケンスは、ＰＣＩＤ識別に加えて、粗い同期に使用することもでき、ＳＳＣ
シーケンスのコヒーレント検出を可能にするチャネル推定に使用することもできる。ＳＳ
Ｃシーケンスは、ＰＣＩＤ識別に加えて、同期の微調整にも使用することができる。
【０００６】
　３つのＰＳＣシーケンスは、３つの異なる同期されたセルの効率的な時間同期を確保す
るために準直交である。
【０００７】
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　１６８個のＳＳＣシーケンスが無線セルラー通信ネットワークで利用可能であり、各Ｓ
ＳＣシーケンスは、他のＳＳＣシーケンスと低い相互相関を有する。
【０００８】
　上述した例によれば、ＰＣＩＤの総数は、この場合、５０４に等しい。
【０００９】
　基地局は、ＰＣＩＤに加えて、セルグローバル識別子（ＣＧＩ（cell global identifi
er））と呼ばれる別の識別子をブロードキャストする。ＣＧＩは、無線セルラー通信ネッ
トワークの中で基地局のセル又はセクターを一意に識別するものである。ＣＧＩがデータ
として転送されるとともに完全同期及び復号を必要とすることから、ＣＧＩの取得は移動
端末にとってＰＣＩＤよりも複雑である。
【００１０】
　実際には、隣接した基地局から受信されたＰＣＩＤ信号強度を移動端末において監視す
ることにより、システムは、最良の信号強度の基地局に移動端末の通信をハンドオーバー
することを判定することができる。
【００１１】
　概略的に言うと、移動端末は、測定値及び対応するＰＣＩＤを、自身をサーブする基地
局に報告する。基地局は、選択されたＰＣＩＤによって識別される基地局への移動端末の
ハンドオーバーに進むことが有益であると判定する。基地局は、ハンドオーバー要求をタ
ーゲット基地局へ転送する。ハンドオーバーが受理された場合、リソースがターゲット基
地局において割り当てられ、基地局は、ターゲット基地局にハンドオーバーするように移
動端末に依頼する。移動端末は、ターゲット基地局への接続を試み、成功した場合に、ソ
ース基地局におけるリソースが解放される。パス切り替えは、移動端末を対象としたデー
タをターゲット基地局にリダイレクトするように行われる。
【００１２】
　通常のマクロセルの配備では、どのセルもその２つの隣接セルが２つの異なるＰＣＩＤ
を必ず有するように、ＰＣＩＤの個数は十分多くある。したがって、ソース基地局は、送
信されたＰＣＩＤ信号とターゲット基地局のセルとの間の１対１のマッピングテーブルで
ターゲット基地局のセルを一意に識別することができる。
【００１３】
　今日、無線セルラー通信ネットワークは、大規模に配備されているが、いくつかのエリ
アは依然として無線セルラー通信ネットワークの基地局によってカバーされていない。
【００１４】
　基地局によって放射された信号が減衰されすぎた場合、無線セルラー通信ネットワーク
へのアクセスは、建物内に位置する移動端末には可能でないことがある。
【００１５】
　今日、解決法が提案されている。ホーム基地局又はフェムト基地局若しくはピコ基地局
のような特定の無線通信デバイスは、少なくとも建物内においてカバレッジエリアを提供
する。中継器も考慮される。
【００１６】
　一定のカバレッジエリアサイズ縮小及びスペクトル効率増加によって、ホーム基地局及
び／又は中継器の量が非常に重要となってきており、ＰＣＩＤの個数が少なすぎる状況が
起こるおそれがある。
【００１７】
　多数のホーム基地局を備える異種ネットワークでは、基地局は、自身のカバレッジエリ
アのもとで、いくつかのホーム基地局が同じＰＣＩＤを送信する状況に直面する場合があ
る。隣接関係表は、もはやＰＣＩＤとターゲット基地局又はホーム基地局のセルとの間の
１対１マッピングではなくなる。この状況は、ソース基地局が、ハンドオーバー手順にお
いて、ターゲットセルをＰＣＩＤから一意に識別することができず、したがってターゲッ
ト基地局又はターゲットホーム基地局を一意に識別することができないので、ＰＣＩＤ混
乱（PCID confusion）と呼ばれる。
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【００１８】
　この問題に対処するために、同じＰＣＩＤを共有する隣接した見込みターゲットセルの
個数と同数のハンドオーバー手順を起動することが提案された。各見込みターゲットホー
ム基地局又は各見込みターゲット基地局においてリソースが割り当てられ、これによって
、移動端末は、同じＰＣＩＤを共有するターゲットセルへデータを転送することが可能に
なる。見込みターゲットセルの１つを通じてデータが移動端末から受信されると、データ
が移動端末から受信される際に通るセルを管理するホーム基地局又は基地局が、ハンドオ
ーバーを行わなければならないハンドオーバー先のホーム基地局又は基地局として選択さ
れる。他のホーム基地局又は基地局によって割り当てられたリソースは解放される。
【００１９】
　このような解決法は、実施するのに複雑であり、多くのホーム基地局のリソースが不要
に割り当てられる。
【００２０】
　ＰＣＩＤ混同を解決するために提案された別の解決法では、基地局又はホーム基地局は
、ＣＧＩを受信して復号するように移動端末に要求する。
【００２１】
　これによって、追加の遅延が必要とされ、ハンドオーバー性能が減少するおそれがある
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２２】
【特許文献１】米国特許第６，２８５，８７４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２３】
　本発明は、ホーム基地局又は中継器のような無線通信デバイスが配備される無線セルラ
ー通信ネットワークにおいて、より効率的なリソースの使用を可能にする解決法を提供す
ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　このために、本発明は、無線セルラー通信ネットワークにおいて、移動端末のハンドオ
ーバーを行わなければならないハンドオーバー先の無線通信デバイスを決定するための方
法であって、複数の無線セルラー通信デバイスが同じ物理セル識別子を移動端末へ転送し
、
　該方法は、
　移動端末によって測定された信号に関する少なくとも１つの測定報告を受信するステッ
プと、
　少なくとも１つの測定報告から、少なくとも別の無線通信デバイスによって転送された
物理セル識別子と同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスへ移動端末のハンドオ
ーバーを行わなければならないと判断するステップと、
　同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスのリストを取得するステップと、
　フィンガープリントテーブル及び少なくとも１つの測定報告を使用して、同じ物理セル
識別子を転送する無線通信デバイスのリストを縮小するステップと、
　無線通信デバイスの縮小されたリストに属する少なくとも１つの無線通信デバイスへ移
動端末のハンドオーバーを開始するステップと、
を含むことを特徴とする、方法に関する。
【００２５】
　本発明はまた、無線セルラー通信ネットワークにおいて、移動端末のハンドオーバーを
行わなければならないハンドオーバー先のターゲット無線通信デバイスを決定するための
デバイスであって、複数の無線セルラー通信デバイスが同じ物理セル識別子を移動端末へ
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転送し、
　該デバイスは、
　移動端末によって測定された信号に関する少なくとも１つの測定報告を受信する手段と
、
　少なくとも１つの測定報告から、少なくとも別の無線通信デバイスによって転送された
物理セル識別子と同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスへ移動端末のハンドオ
ーバーを行わなければならないと判断する手段と、
　同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスのリストを取得する手段と、
　フィンガープリントテーブル及び少なくとも１つの測定報告を使用して、同じ物理セル
識別子を転送する無線通信デバイスのリストを縮小する手段と、
　無線通信デバイスの縮小されたリストに属する少なくとも１つの無線通信デバイスへ移
動端末のハンドオーバーを開始する手段と、
を備えることを特徴とする、デバイスに関する。
【００２６】
　或る特定の特徴によれば、フィンガープリントは、少なくとも１つの測定報告で報告さ
れた信号の電力強度に従って順序付けられた若しくは順序付けられていない少なくとも１
つの測定報告から取得された物理セル識別子のリスト、又は少なくとも１つの測定報告か
ら取得された物理セル識別子のセットの一部である。
【００２７】
　したがって、端末によって通例報告される測定以外のメカニズムがなくてもフィンガー
プリントを取得することができる。
【００２８】
　或る特定の特徴によれば、フィンガープリントは、物理セル識別子と、マージン係数が
適用される関連付けられたデータとを組み合わせたものである。
【００２９】
　したがって、フィンガープリント比較は柔軟性があり、無線パラメータの変動に適応す
ることができる。
【００３０】
　或る特定の特徴によれば、少なくとも１つのフィンガープリントが１つの無線通信デバ
イスに関連付けられる。
【００３１】
　したがって、異なるロケーションから無線通信デバイスのセルに端末が近づいたときに
、フィンガープリントテーブルを正確に使用することができる。
【００３２】
　或る特定の特徴によれば、フィンガープリントは、該フィンガープリントに含まれる無
線デバイスについての更新された情報を考慮することによって、無線通信デバイスのリス
トを縮小した時に再評価される。
【００３３】
　したがって、フィンガープリントは、送信電力の変動及び隣接したトポロジの変更に動
的に適応することができる。
【００３４】
　或る特定の特徴によれば、本方法は、ハンドオーバーの結果に応じてフィンガープリン
トテーブルを更新するステップをさらに含む。
【００３５】
　したがって、フィンガープリントテーブルは、構成の必要なく動的に構築することがで
き、セルラー無線通信ネットワークのダイナミクスに追従する。
【００３６】
　或る特定の特徴によれば、フィンガープリントテーブルの各フィンガープリントに尤度
値(likelihood value)が関連付けられており、
　無線通信デバイスへのハンドオーバーが成功しなかった場合、該方法は、無線通信デバ
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イスに関連付けられたフィンガープリントに関連付けられた尤度値の信頼度値を減少させ
るステップをさらに含み、
　無線通信デバイスへのハンドオーバーが成功した場合、該方法は、無線通信デバイスに
関連付けられたフィンガープリントに関連付けられた尤度値の信頼度値を増加させるステ
ップをさらに含む。
【００３７】
　したがって、フィンガープリントテーブルは、ハンドオーバー統計に基づいて、隣接し
たものの変更に円滑に適応する。
【００３８】
　或る特定の特徴によれば、フィンガープリントの各物理セル識別子は、無線通信デバイ
スのタイプに応じた重みに関連付けられる。
【００３９】
　したがって、フィンガープリントは、基地局等の基準によって提供される安定性と、無
線通信デバイスという基準のより小さなセルによって与えられる精密さとを組み合わせた
ものである。
【００４０】
　或る特定の特徴によれば、ターゲット無線通信デバイスを決定するためのデバイスは、
無線セルラー通信ネットワークの基地局又はアクセスゲートウェイに含まれる。
【００４１】
　さらに別の態様によれば、本発明は、プログラム可能なデバイスに直接ロード可能にす
ることができるコンピュータープログラムであって、該コンピュータープログラムは、該
コンピュータープログラムがプログラム可能なデバイス上で実行されるときに、本発明に
よる方法のステップを実施するための命令又はコードの一部を含む、コンピュータープロ
グラムに関する。
【００４２】
　コンピュータープログラムに関連する特徴及び利点は、本発明による方法及び装置に関
連して上記で説明したのと同じであるため、ここでは繰り返さない。
【００４３】
　本発明の特徴は、実施形態の一例に関する以下の説明を読むことからさらに明らかにな
るはずであり、その説明は、添付の図面を参照しながら行なわれる。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
【図１】本発明が実施される無線セルラー通信ネットワークを表す図である。
【図２】本発明が実施される基地局のアーキテクチャを表す図である。
【図３】本発明が実施されるアクセスゲートウェイのアーキテクチャを表す図である。
【図４】本発明の第１の実現モードによる無線通信デバイス又はアクセスゲートウェイに
よって実行されるアルゴリズムの一例を開示する図である。
【図５】本発明の第２の実現モードによる無線通信デバイス又はアクセスゲートウェイに
よって実行されるアルゴリズムの一例を開示する図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　図１は、本発明が実施される無線セルラー通信ネットワークを表す。
【００４６】
　図１には、２つの基地局ＢＳ１及びＢＳ２と、無線セルラー通信ネットワークの９個の
無線通信デバイスＨＢＳ１ａ、ＨＢＳ１ｂ、ＨＢＳ１ｃ、ＨＢＳ２～ＨＢＳ７とが示され
ている。
【００４７】
　２つの基地局ＢＳ１及びＢＳ２と９個の通信デバイスＨＢＳ１ａ、ＨＢＳ１ｂ、ＨＢＳ
１ｃ、ＨＢＳ２～ＨＢＳ７とが示されているが、本発明は、異なる個数、例えばより相当
数の基地局及び／又は無線通信デバイスが無線セルラー通信ネットワークに存在する場合
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でも機能することを理解することができる。
【００４８】
　無線通信デバイスＨＢＳは、例えば家庭に配置される。
【００４９】
　無線通信デバイスＨＢＳは、例えば、ホーム基地局若しくは中継器、又は中継器及びホ
ーム基地局を組み合わせたものとすることができる。
【００５０】
　各ホーム基地局は、数百平方メートルに限られたセルカバレッジを有する基地局であっ
て、限定された個数の移動端末が無線セルラー通信ネットワークにアクセスすることを可
能にすることができる基地局と同様である。
【００５１】
　各中継器は、その中継器に関連付けられた移動端末が、無線セルラー通信ネットワーク
にアクセスすることを可能にすることができる。例えば、中継器は、あたかも従来の基地
局又はホーム基地局であるかのように、ダウンリンクチャネルを通じて移動端末へ信号を
送信し、移動端末からアップリンクチャネルを通じて信号を受信する。しかしながら、通
信ネットワークへの有線接続を有する基地局又はホーム基地局とは異なり、中継器は、基
地局又はホーム基地局と無線接続しか有しておらず、通信ネットワークへの中継器の接続
は、基地局又はホーム基地局を介して行われる。
【００５２】
　無線通信デバイスＨＢＳは、自身がそれぞれ管理する、図１には図示しないセルに位置
する移動端末によって転送された信号を受信することができる。無線通信デバイスＨＢＳ
は、自身がそれぞれ管理するセルに位置する移動端末が受信して処理することができる信
号を転送する。
【００５３】
　無線通信デバイスＨＢＳ１ａ、ＨＢＳ１ｂ、ＨＢＳ１ｃ、ＨＢＳ２、ＨＢＳ３、ＨＢＳ
４、ＨＢＳ５、ＨＢＳ６、及びＨＢＳ７は、基地局ＢＳ１によって管理されるセルＡＲ１
に配置されている。
【００５４】
　簡単にするために、本発明は、各基地局ＢＳ又は各無線通信デバイスＨＢＳが単一のセ
ルを管理する一例で説明される。本発明は、少なくとも１つの無線通信デバイスが２つ以
上のセルを管理するときにも適用可能である。
【００５５】
　無線通信デバイスＨＢＳ１ｂ、ＨＢＳ４、及びＨＢＳ５は、基地局ＢＳ２によって管理
されるセルＡＲ２に配置されている。
【００５６】
　アクセスゲートウェイＡＧＷを無線セルラー通信ネットワークに含めることができる。
【００５７】
　アクセスゲートウェイＡＧＷは、無線通信デバイスＨＢＳと、無線セルラー通信ネット
ワークの残りのデバイスとをインターフェースすることができる。
【００５８】
　アクセスゲートウェイＡＧＷは、基地局ＢＳ１又はＢＳ２のセルに配置されたどの無線
通信デバイスＨＢＳとハンドオーバーを実行しなければならないのかを判断することがで
きる。
【００５９】
　本発明では、複数の無線通信デバイスＨＢＳが、自身のそれぞれのセルを識別する同じ
ＰＣＩＤを共有することができる。
【００６０】
　例えば、無線通信デバイスＨＢＳ１ａ、ＨＢＳ１ｂ、及びＨＢＳ１ｃは、それらのそれ
ぞれのセルを識別する同じＰＣＩＤを共有する。
【００６１】
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　例えば、各無線通信デバイスＨＢＳ２～ＨＢＳ７は、他の無線通信デバイスによって転
送されたそれらのセルを識別するＰＣＩＤとは異なる、それらのセルを識別するＰＣＩＤ
を移動端末へ転送する。
【００６２】
　本発明の特定の実現モードによれば、無線通信デバイスＨＢＳの少なくとも一部は、少
なくとも２つの物理セル識別情報を転送する。より詳細には、物理セル識別情報の１つの
みが、移動端末と交換されるデータをスクランブルするための符号を特徴付けるのに使用
され、かつ隣接した無線通信デバイスＨＢＳ又は基地局ＢＳの中で物理セル識別情報を転
送する無線通信デバイスＨＢＳのセルを識別することを目的とする。他のＰＣＩＤ（複数
可）は、多様性をもたらしかつ無線通信デバイスＨＢＳの識別を精緻化するために転送さ
れる。
【００６３】
　基地局ＢＳ１及びＢＳ２並びにアクセスゲートウェイＡＧＷは、図１に図示しない通信
ネットワークによって互いにリンクされる。
【００６４】
　無線通信デバイスＨＢＳ１ａ、ＨＢＳ１ｂ、ＨＢＳ１ｃ、ＨＢＳ２～ＨＢＳ７は、該無
線通信デバイスがホーム基地局である場合に通信ネットワークによってリンクすることが
できる。
【００６５】
　この通信ネットワークは、例えば、ＩＳＤＮ（サービス統合デジタル網）ネットワーク
等のようなＰＳＴＮネットワーク（公衆交換通信ネットワーク）又はパケット交換ネット
ワークである。
【００６６】
　本発明によれば、少なくとも１つの基地局ＢＳ若しくは少なくとも１つの無線通信デバ
イスＨＢＳ又はアクセスゲートウェイＡＧＷは、
　－移動端末によって測定された信号に関する少なくとも１つの測定報告を受信し、
　－少なくとも１つの測定報告から、少なくとも別の無線通信デバイスによって転送され
た物理セル識別子と同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスへ、移動端末のハン
ドオーバーを行わなければならないと判断し、
　－同じ物理セル識別子を転送する無線通信デバイスのリストを取得し、
　－フィンガープリントテーブル及び少なくとも１つの測定報告を使用して、同じ物理セ
ル識別子を転送する無線通信デバイスのリストを縮小し、
　－無線通信デバイスの縮小されたリストに属する少なくとも１つの無線通信デバイスへ
移動端末のハンドオーバーを開始する。
【００６７】
　図２は、本発明が実施される基地局のアーキテクチャを表す図である。
【００６８】
　基地局ＢＳは、たとえば、バス２０１によって互いに接続される構成要素と、図４又は
図５において開示されるようなプログラムによって制御されるプロセッサ２００とに基づ
くアーキテクチャを有する。
【００６９】
　ここで、基地局ＢＳのアーキテクチャは、プロセッサに基づくのではなく、専用集積回
路に基づくことができることに留意しなければならない。
【００７０】
　バス２０１は、プロセッサ２００を、リードオンリーメモリＲＯＭ２０２、ランダムア
クセスメモリＲＡＭ２０３、無線インターフェース２０５及びネットワークインターフェ
ース２０６にリンクする。
【００７１】
　メモリ２０３は、図４又は図５に開示されるようなアルゴリズムに関連するプログラム
の変数及び命令を受信するように構成されるレジスタを含む。
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【００７２】
　プロセッサ２００は、ネットワークインターフェース２０６及び無線インターフェース
２０５の動作を制御する。
【００７３】
　リードオンリーメモリ２０２は、図４又は図５において開示されるようなアルゴリズム
に関連するプログラムの命令を含む。それらの命令は、基地局ＢＳが起動されるときに、
ランダムアクセスメモリ２０３に転送される。
【００７４】
　基地局ＢＳは、ネットワークインターフェース２０６を通じて、通信ネットワークに接
続され得る。たとえば、ネットワークインターフェース２０６はＤＳＬ（デジタル加入者
線）モデム、又はＩＳＤＮ（統合デジタルサービス網）インターフェース等である。
【００７５】
　基地局ＢＳは、ネットワークインターフェース２０６を通じて、他の基地局ＢＳ、又は
無線通信デバイスＨＢＳ、又はアクセスゲートウェイ、又は無線セルラー通信ネットワー
クのコアデバイスへ、メッセージを転送することができる。
【００７６】
　無線インターフェース２０５及びネットワークインターフェース２０６は、基地局ＢＳ
のリソースであり、移動端末が基地局ＢＳによってサーブされるとき、すなわちリモート
通信デバイスとの通信を確立又は受信又は継続するときに無線セルラー通信ネットワーク
にアクセスするために移動端末が使用され得る。
【００７７】
　無線インターフェース２０５は、ダウンリンク送信モジュール及びアップリンク受信モ
ジュールを備える。
【００７８】
　無線通信デバイスは、図２に開示したアーキテクチャと同様のアーキテクチャを有する
ことに留意しなければならない。
【００７９】
　図３は、本発明が実施されるアクセスゲートウェイのアーキテクチャを表す図である。
【００８０】
　アクセスゲートウェイＡＧＷは、たとえば、バス３０１によって互いに接続される構成
要素と、図４又は図５において開示されるようなプログラムによって制御されるプロセッ
サ３００とに基づくアーキテクチャを有する。
【００８１】
　ここで、コーディネーターのアーキテクチャは、プロセッサに基づくのではなく、専用
集積回路に基づくことができることに留意しなければならない。
【００８２】
　バス３０１は、プロセッサ３００を、リードオンリーメモリＲＯＭ３０２、ランダムア
クセスメモリＲＡＭ３０３及びネットワークインターフェース３０６にリンクする。
【００８３】
　メモリ３０３は、図４又は図５に開示されるようなアルゴリズムに関連するプログラム
の変数及び命令を受信するように構成されるレジスタを含む。
【００８４】
　プロセッサ３００は、ネットワークインターフェース３０６の動作を制御する。
【００８５】
　リードオンリーメモリ３０２は、図４又は図５において開示されるようなアルゴリズム
に関連するプログラムの命令を含み、それらの命令は、アクセスゲートウェイＡＧＷが起
動されるときに、ランダムアクセスメモリＲＡＭ３０３に転送される。
【００８６】
　アクセスゲートウェイＡＧＷは、ネットワークインターフェース３０６を通じて、通信
ネットワークに接続される。たとえば、ネットワークインターフェース３０６はＤＳＬモ
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デム、又はＩＳＤＮインターフェース等である。
【００８７】
　ネットワークインターフェース３０６を通じて、アクセスゲートウェイＡＧＷは、無線
セルラー通信ネットワークの無線通信デバイス若しくは基地局ＢＳに、又は図１に示され
ていない無線セルラー通信ネットワークのコアデバイスに、メッセージを転送する場合が
ある。
【００８８】
　図４は、本発明の第１の実現モードによる無線通信デバイス又はアクセスゲートウェイ
によって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。
【００８９】
　例えば、本アルゴリズムは、移動端末ＭＴを現在サーブしている基地局ＢＳ１のプロセ
ッサ２００によって実行されるときに開示される。
【００９０】
　移動端末ＭＴは、基地局ＢＳのリソースを通じてリモート通信デバイスとの通信を確立
又は継続することができるときに基地局ＢＳによってサーブされる。
【００９１】
　ステップＳ４００において、プロセッサ２００は、無線通信デバイスＨＢＳ１ａ、ＨＢ
Ｓ１ｂ、及びＨＢＳ１ｃのＲＡＭメモリ２０３にフィンガープリントテーブルを作成する
。
【００９２】
　例えば、フィンガープリントはＰＣＩＤのリストを含む。
【００９３】
　例えば、無線通信デバイスＨＢＳ１ａのフィンガープリントは、図１にＬｏｃＡで示さ
れるロケーションに対応している。
　このフィンガープリントは、
　基地局ＢＳ１によって転送されかつＰＣＩＤＢ１で示される、基地局ＢＳ１のセルを識
別するＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ１ａによって転送されかつＰＣＩＤ１で示される、無線通信デ
バイスＨＢＳ１ａのセルを識別するＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ２によって転送されかつＰＣＩＤ２で示される、無線通信デバ
イスＨＢＳ２のセルを識別するＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ３によって転送されかつＰＣＩＤ３で示される、無線通信デバ
イスＨＢＳ３のセルを識別するＰＣＩＤとを含む。
【００９４】
　例えば、無線通信デバイスＨＢＳ１ｂのフィンガープリントは、図１にＬｏｃＢで示さ
れるロケーションに対応している。
　このフィンガープリントは、
　基地局ＢＳ１によって転送されかつＰＣＩＤＢ１で示される、基地局ＢＳ１のセルを識
別するＰＣＩＤと、
　基地局ＢＳ２によって転送されかつＰＣＩＤＢ２で示される、基地局ＢＳ２のセルを識
別するＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ１ｂによって転送されかつＰＣＩＤ１で示される、無線通信デ
バイスＨＢＳ１ｂのセルを識別するＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ４によって転送されかつＰＣＩＤ４で示される、無線通信デバ
イスＨＢＳ４のセルを識別するＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ５によって転送されるＰＣＩＤ５及びＰＣＩＤ５’で示される
、第１のＰＣＩＤ及び第２のＰＣＩＤとを含む。
　これらのＰＣＩＤの一方、例えばＰＣＩＤ５は、無線通信デバイスＨＢＳ５のセルを識
別するとともに、移動端末と交換されるデータをスクランブルするための符号を特徴付け
るのに使用され、他方は、フィンガープリントの測定において多様性をもたらす目的での
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み転送される。
【００９５】
　本発明の特定の実現モードによれば、基地局ＢＳ又は無線通信デバイスＨＢＳは、フィ
ンガープリントの多様性を増加させるために、所与のセルについて複数のＰＣＩＤを並列
に転送することができる。
【００９６】
　例えば、無線通信デバイスＨＢＳ１ｃのフィンガープリントは、図１にＬｏｃＣで示さ
れるロケーションに対応している。
　このフィンガープリントは、
　基地局ＢＳ１によって転送されかつＰＣＩＤＢ１で示される、基地局ＢＳ１のセルを識
別するＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ１ｃによって転送されかつＰＣＩＤ１で示される、無線通信デ
バイスＨＢＳ１ｃのセルを識別するＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ６によって転送されかつＰＣＩＤ６で示される、無線通信デバ
イスＨＢＳ６のセルを識別するＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ７によって転送されかつＰＣＩＤ７で示される、無線通信デバ
イスＨＢＳ７のセルを識別するＰＣＩＤとを含む。
【００９７】
　各フィンガープリントに含まれるＰＣＩＤの順序は、ＰＣＩＤに対応する信号の受信電
力強度の点からの順序を表す場合もあるし、表さない場合もある。
【００９８】
　フィンガープリントテーブルは、ＬｏｃＡ、ＬｏｃＢ、及びＬｏｃＣのフィンガープリ
ントを含む。各フィンガープリントは、複数の測定報告に従って求められる。フィンガー
プリントは、基地局ＢＳ、及び／又は無線通信デバイスＨＢＳ、及び／又は移動端末によ
って転送された複数の測定報告を連結したものとすることができる。
【００９９】
　例えば、各フィンガープリントは、移動端末によって観測されたＰＣＩＤのセットを含
むこともできるし、又は最も強い電力で受信されたＮ個のＰＣＩＤを含むこともできる。
Ｎは所定の整数である。
【０１００】
　例えば、各フィンガープリントは、所与のしきい値を上回る電力で受信されたＰＣＩＤ
のセットを含むこともできるし、或いは受信されたＰＣＩＤのセットをその受信信号強度
と共に含むこともできる。
【０１０１】
　例えば、各フィンガープリントは、ＰＣＩＤのセットを、サーブする基地局から到来す
る信号に対する時間同期ずれ、ＳＩＮＲ、パスロス(path loss)及び干渉プロファイル、
並びに／又はジオロケーション情報と共に含むことができる。
【０１０２】
　例えば、各フィンガープリントは、ＰＣＩＤのセットに基づく可変因子の複合体(equat
ion)とすることができる。例えば、ＨＢＳ１ｂのフィンガープリントは、PCIDB1 AND PCI
DB2 AND PCID1 AND (PCID4 OR (PCID5 AND PCID5’))とすることができる。その例は、１
つの無線通信デバイスＨＢＳ４又はＨＢＳ５が近時にインストールされる場合があるか又
はその電源がオン若しくはオフされる場合があることを考慮している。測定報告の転送時
に、無線通信デバイスＨＢＳ４又はＨＢＳ５の電源がオフにされている場合でも、その測
定報告に対応するフィンガープリントを見つけることは可能である。
【０１０３】
　各フィンガープリントは、各ＰＣＩＤについて、そのＰＣＩＤに関連付けられたデータ
を含むことができる。データは、例えば、該データに対して適用されるマージン係数（ma
rgin coefficient）を有する受信信号強度、ＳＩＮＲである。
【０１０４】
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　例えば、各ＰＣＩＤは、移動端末によって転送された測定報告とは異なる、或る通信チ
ャネルによって取得されたその無線通信デバイスに関するデータに関連付けることができ
る。例えば、各ＰＣＩＤは、そのセルにおいてＰＣＩＤを転送する無線通信デバイスによ
って使用される送信電力に関連付けることができる。
【０１０５】
　各ＰＣＩＤは、無線通信デバイスのタイプに応じた重みに関連付けることができる。例
えば、基地局ＢＳ２から到来する信号がホーム基地局ＨＢＳ２から到来する信号よりも高
い信頼度を有することができるので、ＰＣＩＤＢ２に関連付けられた重みは、ＰＣＩＤ２
に関連付けられた重みよりも大きくすることができる。
【０１０６】
　各フィンガープリントは、ソース基地局から特定のターゲットセルへ行われたハンドオ
ーバーが最後に成功した時に移動端末によって観測された状況を表すことができる。
【０１０７】
　各フィンガープリントは、例えばハンドオーバー成功率から取得された尤度値に関連付
けることができる。
【０１０８】
　ここで、１つの無線通信デバイスが、特定のターゲットセルのフィンガープリントテー
ブルに複数のフィンガープリントを有することができることに留意しなければならない。
【０１０９】
　ステップＳ４０１において、プロセッサ２００は、少なくとも１つの移動端末ＭＴ及び
／又は基地局ＢＳ１によって実行された測定の少なくとも１つの測定報告の、ネットワー
クインターフェース２０６を通じての受信を検出する。
【０１１０】
　本アルゴリズムがアクセスゲートウェイＡＧＷによって実行されるとき、少なくとも１
つの測定報告は、移動端末ＭＴをサーブする基地局ＢＳから受信される。
【０１１１】
　測定報告は、例えば、
　所与のしきい値を上回る信号電力強度で受信された各受信ＰＣＩＤ、
　ＰＣＩＤの受信信号電力強度を伴った、移動端末ＭＴによって受信された各ＰＣＩＤ、
又は
　最も強い信号電力強度で移動端末によって受信されたＮ個のＰＣＩＤのそれぞれを含む
ことができる。
【０１１２】
　少なくとも１つの測定報告は、サーブする基地局ＢＳが本アルゴリズムを実行するとき
は該基地局ＢＳによってそのような測定報告として使用されるか、又はサーブする基地局
ＢＳによってアクセスゲートウェイＡＧＷへ転送されるか、又はサーブする基地局ＢＳに
よって処理され、この処理の結果がアクセスゲートウェイＡＧＷへ転送される。
【０１１３】
　図１の例によれば、移動端末ＭＴが基地局ＢＳ１のセルＡＲ１に位置するとともに、無
線通信デバイスＨＢＳ１ａ、ＨＢＳ２、及びＨＢＳ３の近くに位置しているので、
　少なくとも１つの測定報告は、
　基地局ＢＳ１から受信されたＰＣＩＤであってその受信信号強度を伴ったＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ１ａから受信されたＰＣＩＤであってその受信信号強度を伴っ
たＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ２から受信されたＰＣＩＤであってその受信信号強度を伴った
ＰＣＩＤと、
　無線通信デバイスＨＢＳ３から受信されたＰＣＩＤであってその受信信号強度を伴った
ＰＣＩＤとを含む。
【０１１４】
　ステップＳ４０２において、プロセッサ２００は、移動端末ＭＴについてハンドオーバ



(14) JP 5511636 B2 2014.6.4

10

20

30

40

50

ーを実行しなければならないか否かをチェックする。
【０１１５】
　基地局ＢＳ１によって転送された信号の受信信号電力強度が、所定のしきい値未満であ
りかつ／又は別の基地局ＢＳ若しくは別の無線通信デバイスＨＢＳによって転送された信
号の受信信号強度よりも低いとき、ハンドオーバーを実行しなければならない。
【０１１６】
　移動端末ＭＴについてハンドオーバーを実行しなければならない場合、プロセッサ２０
０はステップＳ４０３に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ４０
１に戻る。
【０１１７】
　ステップＳ４０３において、プロセッサ２００は、ターゲット無線通信デバイスＨＢＳ
のセルを識別する、ターゲット無線通信デバイスＨＢＳによって転送されたＰＣＩＤを識
別する。
　プロセッサ２００は、識別されたＰＣＩＤが、複数の無線通信デバイスＨＢＳによって
転送された複数の無線通信デバイスのセルを識別するＰＣＩＤであるか否かをチェックす
る。
【０１１８】
　そのために、プロセッサ２００は、複数の無線通信デバイスのセルを識別しかつ所与の
エリア内の複数の無線通信デバイスによって転送されたＰＣＩＤを含むデータベース、又
は隣接したセルのＰＣＩＤを記述するテーブルを閲覧することができる。
　ＰＣＩＤを含むデータベースは、ＲＡＭメモリ２０３又はアクセスゲートウェイＡＧＷ
又は無線セルラー通信ネットワークのコアネットワークデバイスに記憶される。
【０１１９】
　識別されたＰＣＩＤが、複数の無線通信デバイスのセルを識別する、複数の無線通信デ
バイスＨＢＳによって転送されたＰＣＩＤである場合、プロセッサ２００はステップＳ４
０４に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ４０７に移動する。
【０１２０】
　例えば、識別されたＰＣＩＤは、無線通信デバイスＨＢＳ１ａ、ＨＢＳ１ｂ、及びＨＢ
Ｓ１ｃによって転送された複数の無線通信デバイスＨＢＳのセルを識別するＰＣＩＤであ
る。
【０１２１】
　ステップＳ４０４において、プロセッサ２００は、識別されたＰＣＩＤを含む各フィン
ガープリントをフィンガープリントテーブルにおいて検索する。プロセッサ２００は、識
別されたＰＣＩＤを転送する無線通信デバイスのリストを形成する。
【０１２２】
　ステップＳ４０５において、プロセッサ２００は、必要な場合に、フィンガープリント
に含まれる無線デバイスについて該プロセッサが有する情報を考慮して、フィンガープリ
ントテーブルに含まれるフィンガープリントを変更する。
　例えば、プロセッサ２００が、無線通信デバイスによって使用される送信電力を知って
いる場合、プロセッサ２００は、フィンガープリントに含まれる信号電力値をそれに応じ
て再評価する。
　例えば、プロセッサ２００が、所与の無線デバイスが現在オフにされていることに気付
いている場合、プロセッサ２００は、フィンガープリントにおける対応するＰＣＩＤを取
り除くことによってフィンガープリントを再評価する。
　好ましくは、これらの変更は一時的であるので、プロセッサ２００は、フィンガープリ
ントテーブルに含まれるフィンガープリントを変更しない。
【０１２３】
　次のステップＳ４０６において、プロセッサ２００は、フィンガープリントテーブル又
は変更されたフィンガープリントを有するフィンガープリントテーブルにおいて、キーに
対応し得る各フィンガープリントを検索するために、ステップＳ４０１において受信され
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た少なくとも１つの測定報告を使用して該キーを作成する。
【０１２４】
　そのステップにおいて、プロセッサ２００は、識別されたＰＣＩＤを転送する無線通信
デバイスのリストから、フィンガープリントがキーに対応しない各無線通信デバイスを取
り除く。
【０１２５】
　上述した例によれば、プロセッサ２００は、ロケーションＬｏｃＡに対応しかつ無線通
信デバイスＨＢＳ１ａを識別するフィンガープリントを見つける。無線通信デバイスＨＢ
Ｓ１ａのみが、識別されたＰＣＩＤを転送する無線通信デバイスのリストに残っている。
【０１２６】
　次のステップＳ４０７において、プロセッサ２００は、無線通信デバイスＨＢＳ１ａへ
の移動端末ＭＴのハンドオーバーを準備する。
【０１２７】
　次のステップＳ４０８において、プロセッサ２００は、移動端末ＭＴのハンドオーバー
が成功して完了したか否かをチェックする。
【０１２８】
　移動端末ＭＴのハンドオーバーが成功して完了した場合、プロセッサ２００はステップ
Ｓ４１１に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ４０９に移動する
。
【０１２９】
　ステップＳ４０９において、プロセッサ２００は、選択されたフィンガープリントに関
連付けられた尤度値を減少させる。
【０１３０】
　次のステップＳ４１０において、プロセッサ２００は、必要な場合にフィンガープリン
トテーブルを更新する。例えば、尤度値が低い場合、プロセッサ２００は、選択されたフ
ィンガープリントをフィンガープリントテーブルから取り除く。
【０１３１】
　その後、プロセッサ２００はステップＳ４０１に戻る。
【０１３２】
　ステップＳ４１１において、プロセッサ２００は、選択されたフィンガープリントに関
連付けられた尤度値を増加させる。
【０１３３】
　次のステップＳ４１２において、プロセッサ２００は、必要な場合にフィンガープリン
トテーブルを更新する。
　例えば、少なくとも１つの測定報告から形成されたフィンガープリントが、選択された
フィンガープリントといくつかの相違を有する場合、少なくとも１つの測定報告から形成
されたフィンガープリントが、選択されたフィンガープリントの代わりにフィンガープリ
ントテーブルに挿入される。
　例えば、フィンガープリントテーブルが空である場合又はフィンガープリントが見つか
らなかった場合、少なくとも１つの測定報告から形成されたフィンガープリントがフィン
ガープリントテーブルに挿入される。
【０１３４】
　その後、プロセッサ２００はステップＳ４０１に戻る。
【０１３５】
　図５は、本発明の第２の実現モードによる無線通信デバイス又はアクセスゲートウェイ
によって実行されるアルゴリズムの一例を開示する。
【０１３６】
　例えば、本アルゴリズムは、移動端末ＭＴを現在サーブしている基地局ＢＳ１のプロセ
ッサ２００によって実行されるときに開示される。
【０１３７】
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　ステップＳ５００において、プロセッサ２００は、図４のステップＳ４００において開
示されたようにＲＡＭメモリ２０３にフィンガープリントテーブルを作成する。
【０１３８】
　ステップＳ５０１において、プロセッサ２００は、少なくとも１つの移動端末ＭＴ及び
／又は基地局ＢＳ１によって実行された測定の少なくとも１つの測定報告の、ネットワー
クインターフェース２０６を通じての受信を検出する。
【０１３９】
　本アルゴリズムがアクセスゲートウェイＡＧＷによって実行されるとき、少なくとも１
つの測定報告は、移動端末ＭＴをサーブする基地局ＢＳから受信される。
【０１４０】
　測定報告は、図４のステップＳ４０１において開示されたものと同様である。
【０１４１】
　ステップＳ５０２において、プロセッサ２００は、移動端末ＭＴについてハンドオーバ
ーを実行しなければならないか否かをチェックする。
【０１４２】
　移動端末ＭＴについてハンドオーバーを実行しなければならない場合、プロセッサ２０
０はステップＳ５０３に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ５０
１に戻る。
【０１４３】
　ステップＳ５０３において、プロセッサ２００は、ターゲット無線通信デバイスＨＢＳ
のセルを識別する、ターゲット無線通信デバイスＨＢＳによって転送されたＰＣＩＤを識
別する。
　プロセッサ２００は、識別されたＰＣＩＤが、複数の無線通信デバイスＨＢＳによって
転送された複数の無線通信デバイスのセルを識別するＰＣＩＤであるか否かをチェックす
る。
【０１４４】
　そのために、プロセッサ２００は、複数の無線通信デバイスのセルを識別しかつ所与の
エリア内の複数の無線通信デバイスによって転送されたＰＣＩＤを含むデータベース、又
は隣接したセルのＰＣＩＤを記述するテーブルを閲覧することができる。
　ＰＣＩＤを含むデータベースは、ＲＡＭメモリ２０３又はアクセスゲートウェイＡＧＷ
又は無線セルラー通信ネットワークのコアネットワークデバイスに記憶される。
【０１４５】
　識別されたＰＣＩＤが、複数の無線通信デバイスのセルを識別する、複数の無線通信デ
バイスＨＢＳによって転送されたＰＣＩＤである場合、プロセッサ２００はステップＳ５
０４に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ５０９に移動する。
【０１４６】
　ステップＳ５０４において、プロセッサ２００は、識別されたＰＣＩＤを含む各フィン
ガープリントをフィンガープリントテーブルにおいて検索する。プロセッサ２００は、識
別されたＰＣＩＤを転送する無線通信デバイスのリストを形成する。
【０１４７】
　ステップＳ５０５において、プロセッサ２００は、必要な場合に、フィンガープリント
に含まれる無線デバイスについて該プロセッサが有する情報を考慮して、フィンガープリ
ントテーブルに含まれるフィンガープリントを変更する。
　例えば、プロセッサ２００が、無線通信デバイスによって使用される送信電力を知って
いる場合、プロセッサ２００は、フィンガープリントに含まれる信号電力値をそれに応じ
て再評価する。
　例えば、プロセッサ２００が、所与の無線デバイスが現在オフにされていることに気付
いている場合、プロセッサ２００は、フィンガープリントにおける対応するＰＣＩＤを取
り除くことによってフィンガープリントを再評価する。
　好ましくは、これらの変更は一時的であるので、プロセッサ２００は、フィンガープリ
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ントテーブルに含まれるフィンガープリントを変更しない。
【０１４８】
　次のステップＳ５０６において、プロセッサ２００は、フィンガープリントテーブル又
は変更されたフィンガープリントを有するフィンガープリントテーブルにおいて、キーに
対応し得る各フィンガープリントを検索するために、ステップＳ５０１において受信され
た少なくとも１つの測定報告を使用して該キーを作成する。
【０１４９】
　そのステップにおいて、プロセッサ２００は、識別されたＰＣＩＤを転送する無線通信
デバイスのリストから、フィンガープリントがキーに対応しない各無線通信デバイスを取
り除く。
【０１５０】
　次のステップＳ５０７において、プロセッサ２００は、ステップＳ５０５の結果として
、ＰＣＩＤを転送する唯一の無線通信デバイスＨＢＳが、ターゲット無線通信デバイスＨ
ＢＳとして無線通信デバイスのリストに残っているか否かをチェックする。
【０１５１】
　ＰＣＩＤを転送する唯一の無線通信デバイスＨＢＳが無線通信デバイスのリストに残っ
ている場合、ステップＳ５０８においてターゲットセルのＣＧＩを移動端末ＭＴからさら
に得る必要はなく、したがって、時間が節約される。プロセッサ２００はステップＳ５０
９に移動する。
【０１５２】
　同じＰＣＩＤを転送する複数の無線通信デバイスＨＢＳが無線通信デバイスのリストに
残っている場合、又は同じＰＣＩＤを転送する無線通信デバイスＨＢＳが無線通信デバイ
スのリストに残っていない場合、プロセッサ２００はステップＳ５０８に移動する。
【０１５３】
　ステップＳ５０８において、プロセッサ２００は、複数の無線通信デバイスＨＢＳによ
って転送されたＰＣＩＤを転送する無線通信デバイスＨＢＳのグローバルセル識別子(Glo
bal Cell Identifier)（ＧＣＩ）を取得する。
【０１５４】
　そのために、プロセッサ２００は、複数の無線通信デバイスＨＢＳによって転送された
ＰＣＩＤを転送する無線通信デバイスＨＢＳのセルグローバル識別子(Cell Global Ident
ifier)（ＣＧＩ）を読み出すように移動端末ＭＴに要求するメッセージを、測定報告を送
信した移動端末ＭＴへ転送することを指令する。ＣＧＩは、無線セルラー通信ネットワー
クにおいて無線通信デバイスＨＢＳを一意に識別する。
【０１５５】
　ＣＧＩによって、プロセッサ２００は１つの無線通信デバイスＨＢＳのみを識別するこ
とができる。
【０１５６】
　次のステップＳ５０９において、プロセッサ２００は、無線通信デバイスのリストで識
別された無線通信デバイスＨＢＳへの、又はＣＧＩによって識別された無線通信デバイス
ＨＢＳへの移動端末ＭＴのハンドオーバーを準備する。
【０１５７】
　次のステップＳ５１０において、プロセッサ２００は、移動端末ＭＴのハンドオーバー
が成功して完了したか否かをチェックする。
【０１５８】
　移動端末ＭＴのハンドオーバーが成功して完了した場合、プロセッサ２００はステップ
Ｓ５１３に移動する。そうでない場合、プロセッサ２００はステップＳ５１１に移動する
。
【０１５９】
　ステップＳ５１１において、プロセッサ２００は、選択されたフィンガープリントに関
連付けられた尤度値を減少させる。



(18) JP 5511636 B2 2014.6.4

10

20

【０１６０】
　次のステップＳ５１２において、プロセッサ２００は、必要な場合にフィンガープリン
トテーブルを更新する。例えば、尤度値が低い場合、プロセッサ２００は、選択されたフ
ィンガープリントをフィンガープリントテーブルから取り除く。
【０１６１】
　その後、プロセッサ２００はステップＳ５０１に戻る。
【０１６２】
　ステップＳ５１３において、プロセッサ２００は、選択されたフィンガープリントに関
連付けられた尤度値を増加させる。
【０１６３】
　次のステップＳ５１４において、プロセッサ２００は、必要な場合にフィンガープリン
トテーブルを更新する。
　例えば、少なくとも１つの測定報告から形成されたフィンガープリントが、選択された
フィンガープリントといくつかの相違を有する場合、又は複数のフィンガープリントがス
テップＳ５０７において見つかった場合、少なくとも１つの測定報告から形成されたフィ
ンガープリントが、選択されたフィンガープリントの代わりにフィンガープリントテーブ
ルに挿入される。
　例えば、フィンガープリントテーブルが空である場合、又はフィンガープリントが見つ
からなかった場合、少なくとも１つの測定報告から形成されたフィンガープリントがフィ
ンガープリントテーブルに挿入される。
【０１６４】
　その後、プロセッサ２００はステップＳ５０１に戻る。
【０１６５】
　本質的に、本発明の範囲から逸脱することなく、上記の本発明の実施形態に対して数多
くの変更を行なうことができる。
【図１】 【図２】
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